
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年３月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２６年１０月３０日 １７時００分ごろ 

発生場所 北海道稚内市稚内港の東防波堤東端付近 

 稚内港東防波堤東灯台から真方位２７５°１０５ｍ付近 

 （概位 北緯４５°２４.６′ 東経１４１°４２.６′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八大安
だいあん

丸、１６０トン 

 ＨＫ１－９４１（漁船登録番号）、大浦漁業株式会社 

 ３３.００ｍ（Lr）×７.４０ｍ×４.６１ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４７１kＷ、昭和５９年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２３年４月１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１２月２８日 

  免状有効期間満了日 平成２８年３月３１日 

漁労長 男性 ６７歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４７年４月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月９日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１２月８日 

 死傷者等 軽傷 １人（機関長） 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長及び漁労長ほか１４人が乗り組み、平成２６年１０月

２９日２２時４５分ごろ僚船と共に稚内港を出港し、同港北北西方２

２海里（Ｍ）付近の漁場に至ってかけまわし漁法による底びき網漁の

操業を行い、３０日１５時１０分ごろ稚内港へ向けて針路真方位約１

６０°、対地速力約１０ノット（kn）で航行を開始した。 

 船長は、自動操舵装置に稚内港北副防波堤灯台（以下「本件灯台」

という。）を目的地として設定し、漁労長と共に航海当直に就いてい

たところ、本件灯台までの距離が約１７Ｍとなったところで漁労長が
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降橋して単独当直となり、操舵室中央の椅子に腰を掛け、コーヒーを

飲みながら時々立ち上がるなどして当直を続けた。 

 船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターで本件灯台までの距離が約

６～７Ｍとなったことを認め、また、目視で本件灯台が見えた頃、そ

れまで眠気を感じていなかったが、椅子に腰を掛けた姿勢で居眠りに

陥った。 

 本船は、自動操舵で航行を続けて本件灯台の東方を通過し、１７時

００分ごろ、右舷船首が稚内港の東防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）東端付近に設置された消波ブロックに衝突した。 

 船長は、衝撃で目を覚ましたが事態を把握できずにいたところ、漁

労長が昇橋し、また、着岸予定岸壁で待機していた船舶所有会社の作

業員から船舶電話に連絡があり、本船が本件防波堤付近に衝突してい

る旨を告げられて事態に気付き、船体が傾斜しているので救助を要請

した。 

 船長は、機関の操作を試みたがうまくいかず、機関を停止して漁労

長と共に甲板上に出て膨張式救命筏
いかだ

を降ろしたが展張しなかったの

で、本船が徐々に左転して本件防波堤と平行状態となり、さらに左転

して船首が離れて船尾が本件防波堤付近の消波ブロックに接触した

際、船員室から甲板上に上がってきた乗組員１４人と共に救命胴衣を

着用して消波ブロックを伝って本件防波堤上に退避した。 

 本船は、乗組員全員が退避した後、左舷側に傾きながら本件防波堤

の東端付近で沈没した。 

 船長ほか乗組員全員は、来援した巡視艇に救助されて稚内港へ戻

り、衝突時に身体を打ちつけていた機関長が救急車で病院へ搬送さ

れ、頭部及び左中指の切創、両膝関節打撲傷等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

日没時刻：１６時２５分 

 その他の事項 

 

 本船は、稚内港北北西方沖などの比較的近距離の漁場で操業する

際、往航時は漁労長が、復航時は船長が、それぞれ単独で航海当直に

就いていた。 

 船長及び漁労長は、操業中、操舵室で操船及びウインチ操作に当た

り、合間を見て適宜食事休憩等をとっていた。 

 船長は、操舵室左舷側の窓を開け、背もたれ及び肘掛け付きの椅子

に腰を掛けていた。 

 本船は、居眠り防止装置（船橋航海当直警報装置）が設置されてい

なかった。 

 船長は、平成２５年１月から船長職をとっていた。 
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 船長は、本事故前の約１週間、本船が時化
し け

のため出漁できず、ま

た、本事故時の操業をふだんより早めに切り上げていたので、睡眠不

足や疲労を感じていなかったが、本事故後、本件灯台が見えたことな

どで安心して居眠りをしたのではないかと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、稚内港北北西方沖を同港へ向けて自動操舵で南南東進中、

単独で操船中の船長が居眠りに陥ったことから、本件防波堤に向けて

航行し、本件防波堤東端付近に設置された消波ブロックに衝突したも

のと考えられる。 

 船長は、疲労の自覚はなかったが、目的地としていた本件灯台が見

えたので、もうすぐ稚内港に到着する安心感から気が緩んだこと、及

び椅子に腰を掛けた姿勢で操船を続けたことから、居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、稚内港北北西方沖を同港へ向けて自動操

舵で南南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、本件防

波堤に向けて航行し、本件防波堤東端付近に設置された消波ブロック

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直中は、椅子から離れて外気に当たったり、声を出した

り、身体を動かしたりするなどして居眠り防止を図ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 

 


